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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコンからなる基板本体と、
　前記基板本体の一方の面側に開口する第１の溝と、
　前記基板本体の他方の面側に開口する第２の溝と、
　前記基板本体を前記一方の面側から前記他方の面側に貫通する貫通孔と、
　前記基板本体の一方の面、他方の面、前記第１の溝の内底面及び内側面、前記第２の溝
の内底面及び内側面、前記貫通孔の内側面、に形成された絶縁膜と、
　前記絶縁膜に被覆された前記第１の溝を充填する第１のプレーン層と、
　前記絶縁膜に被覆された前記第２の溝を充填する第２のプレーン層と、
　前記絶縁膜に被覆された前記貫通孔を充填する貫通配線と、を有し、
　前記第１のプレーン層の上面は、前記基板本体の一方の面を被覆する前記絶縁膜の上面
と面一であり、
　前記第２のプレーン層の上面は、前記基板本体の他方の面を被覆する前記絶縁膜の上面
と面一であり、
　前記貫通配線の前記基板本体の一方の面側に露出する面は、前記基板本体の一方の面を
被覆する前記絶縁膜の上面と面一であり、
　前記貫通配線の前記基板本体の他方の面側に露出する面は、前記基板本体の他方の面を
被覆する前記絶縁膜の上面と面一であり、
　前記第１の溝及び前記第２の溝は、前記貫通孔及び前記貫通孔の周辺部を除く領域に形
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成され、
　前記第１のプレーン層は基準電位層であり、前記第２のプレーン層は電源層であり、
　前記貫通孔の前記基板本体の一方の面側の端部の周辺部は、前記第１の溝の内底面より
も突出し、平面視で前記貫通孔を囲む環状の突出部を形成し、
　前記貫通孔の前記基板本体の他方の面側の端部の周辺部は、前記第２の溝の内底面より
も突出し、平面視で前記貫通孔を囲む環状の突出部を形成している配線基板。
【請求項２】
　前記第１のプレーン層が形成されている側が、半導体チップを搭載可能な半導体チップ
搭載側である請求項１記載の配線基板。
【請求項３】
　前記貫通配線は、前記他方の面側から前記絶縁膜に被覆された前記貫通孔の少なくとも
一部を充填する第１層と、前記第１層の前記絶縁膜に被覆された前記一方の面側の端面及
び前記絶縁膜に被覆された前記貫通孔の内側面が形成する凹部の表面を被覆する第２層と
、前記第２層を被覆し前記凹部を充填する第３層と、を有する請求項１又は２記載の配線
基板。
【請求項４】
　前記一方の面側及び前記他方の面側の少なくとも一方に、絶縁層及び配線層が積層され
、
　前記配線層は、前記貫通配線と電気的に接続されている請求項１乃至３の何れか一項記
載の配線基板。
【請求項５】
　前記第１のプレーン層及び前記第２のプレーン層の層厚は、それぞれ前記配線層の層厚
よりも厚い請求項４記載の配線基板。
【請求項６】
　前記絶縁層は、感光性の絶縁性樹脂である請求項４又は５記載の配線基板。
【請求項７】
　シリコンからなる基板本体の一方の面側に開口する第１の溝と、前記基板本体を前記一
方の面側から他方の面側に貫通する貫通孔と、を形成する工程と、
　前記基板本体の一方の面、他方の面、前記第１の溝の内底面及び内側面、前記貫通孔の
内側面、に第１の絶縁膜を形成する工程と、
　前記他方の面側から前記貫通孔の一部を充填する第１給電層を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜に被覆された前記一方の面、前記第１の絶縁膜に被覆された前記第１
の溝の内底面及び内側面、並びに前記第１給電層の前記一方の面側の端面及び前記第１の
絶縁膜に被覆された前記貫通孔の内側面が形成する凹部の表面を被覆する第２給電層を形
成する工程と、
　前記基板本体の他方の面側に開口する第２の溝を形成する工程と、
　前記第２の溝の内底面及び内側面に第２の絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１の絶縁膜に被覆された前記他方の面、前記第２の絶縁膜に被覆された前記第２
の溝の内底面及び内側面、並びに前記第１給電層の前記他方の面側の端面を被覆する第３
給電層を形成する工程と、
　前記第１給電層、前記第２給電層、及び前記第３給電層を給電層とする電解めっき法に
より、前記第１の絶縁膜に被覆された前記第１の溝にめっき膜を充填して第１のプレーン
層を形成し、前記凹部にめっき膜を充填して前記第１の絶縁膜に被覆された前記貫通孔を
充填する貫通配線を形成し、前記第２の絶縁膜に被覆された前記第２の溝にめっき膜を充
填して第２のプレーン層を形成する工程と、を有し、
　前記第１のプレーン層の上面は、前記基板本体の一方の面を被覆する前記第１の絶縁膜
の上面と面一であり、
　前記第２のプレーン層の上面は、前記基板本体の他方の面を被覆する前記第１の絶縁膜
の上面と面一であり、
　前記貫通配線の前記基板本体の一方の面側に露出する面は、前記基板本体の一方の面を
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被覆する前記第１の絶縁膜の上面と面一であり、
　前記貫通配線の前記基板本体の他方の面側に露出する面は、前記基板本体の他方の面を
被覆する前記第１の絶縁膜の上面と面一であり、
　前記第１の溝及び前記第２の溝は、前記貫通孔及び前記貫通孔の周辺部を除く領域に形
成され、
　前記第１のプレーン層は基準電位層であり、前記第２のプレーン層は電源層であり、
　前記貫通孔の前記基板本体の一方の面側の端部の周辺部は、前記第１の溝の内底面より
も突出し、前記基板本体の他方の面側の端部の周辺部は、前記第２の溝の内底面よりも突
出している配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無機材料からなる基板本体を有する配線基板、及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、シリコンやガラス、セラミック等の無機材料からなる基板本体に複数の配線
層と複数の絶縁層とが交互に積層され、絶縁層を介して隣接する配線層同士が、隣接する
配線層に挟持された絶縁層を貫通するビアホールで接続された配線基板が知られている。
【０００３】
　図１は、従来の配線基板を例示する断面図である。図１を参照するに、従来の配線基板
１００は、基板本体１１０の一方の面にはＧＮＤプレーン層１３０が形成され、更にＧＮ
Ｄプレーン層１３０を覆う第１絶縁層１６０が形成されている。又、基板本体１１０の他
方の面には電源プレーン層１４０が形成され、更に電源プレーン層１４０を覆う第２絶縁
層１７０が形成されている。又、基板本体１１０を貫通する貫通配線１５０は、基板本体
１１０の一方の面と他方の面の配線層同士（図示せず）を電気的に接続している。なお、
基板本体１１０は絶縁膜で被覆されている場合がある。
【０００４】
　ＧＮＤプレーン層１３０や電源プレーン層１４０は、ＧＮＤ（グランド）や電源の電位
を安定化する目的で形成される層であるため、比較的厚く形成されている。なお、プレー
ン層とは、所定の面のほぼ全面にべた状に形成された層である。配線基板１００において
、ＧＮＤプレーン層１３０及び電源プレーン層１４０は、それぞれ基板本体１１０の一方
の面及び他方の面の貫通配線１５０の端面周辺部を除くほぼ全面に形成されている。
【０００５】
　第１絶縁層１６０や第２絶縁層１７０としては、例えば、感光性ポリイミド系樹脂を用
いることができる。第１絶縁層１６０や第２絶縁層１７０の上に配線層（図示せず）を形
成し、第１絶縁層１６０や第２絶縁層１７０を貫通するビアホールにより、配線層（図示
せず）を貫通配線１５０と電気的に接続することが可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２９４３８３号公報
【特許文献２】特開２００２－１７１０４８号公報
【特許文献３】特開２００４－１５８５３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、第１絶縁層１６０や第２絶縁層１７０を形成するためには、ＧＮＤプレーン
層１３０や電源プレーン層１４０を覆うように、例えば液状の感光性ポリイミド系樹脂を
塗布し、その後硬化させる。ＧＮＤプレーン層１３０や電源プレーン層１４０は、第１絶
縁層１６０や第２絶縁層１７０の上に形成される配線層（図示せず）と比較して厚く形成
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される場合が多いため、その上に形成される第１絶縁層１６０や第２絶縁層１７０の表面
は平坦になり難く、凹凸が生じやすい。第１絶縁層１６０や第２絶縁層１７０の表面に凹
凸が生じると、その上に配線層を形成することが困難となる。
【０００８】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、絶縁層表面の平坦性を向上可能な配
線基板、及びその製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本配線基板は、シリコンからなる基板本体と、前記基板本体の一方の面側に開口する第
１の溝と、前記基板本体の他方の面側に開口する第２の溝と、前記基板本体を前記一方の
面側から前記他方の面側に貫通する貫通孔と、前記基板本体の一方の面、他方の面、前記
第１の溝の内底面及び内側面、前記第２の溝の内底面及び内側面、前記貫通孔の内側面、
に形成された絶縁膜と、前記絶縁膜に被覆された前記第１の溝を充填する第１のプレーン
層と、前記絶縁膜に被覆された前記第２の溝を充填する第２のプレーン層と、前記絶縁膜
に被覆された前記貫通孔を充填する貫通配線と、を有し、前記第１のプレーン層の上面は
、前記基板本体の一方の面を被覆する前記絶縁膜の上面と面一であり、前記第２のプレー
ン層の上面は、前記基板本体の他方の面を被覆する前記絶縁膜の上面と面一であり、前記
貫通配線の前記基板本体の一方の面側に露出する面は、前記基板本体の一方の面を被覆す
る前記絶縁膜の上面と面一であり、前記貫通配線の前記基板本体の他方の面側に露出する
面は、前記基板本体の他方の面を被覆する前記絶縁膜の上面と面一であり、前記第１の溝
及び前記第２の溝は、前記貫通孔及び前記貫通孔の周辺部を除く領域に形成され、前記第
１のプレーン層は基準電位層であり、前記第２のプレーン層は電源層であり、前記貫通孔
の前記基板本体の一方の面側の端部の周辺部は、前記第１の溝の内底面よりも突出し、平
面視で前記貫通孔を囲む環状の突出部を形成し、前記貫通孔の前記基板本体の他方の面側
の端部の周辺部は、前記第２の溝の内底面よりも突出し、平面視で前記貫通孔を囲む環状
の突出部を形成していることを要件とする。
【発明の効果】
【００１１】
　開示の技術によれば、絶縁層表面の平坦性を向上可能な配線基板、及びその製造方法を
提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】従来の配線基板を例示する断面図である。
【図２】本実施の形態に係る配線基板を例示する断面図である。
【図３】溝と貫通孔との位置関係を例示する平面図である。
【図４】本実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その１）である。
【図５】本実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その２）である。
【図６】本実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その３）である。
【図７】本実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その４）である。
【図８】本実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その５）である。
【図９】本実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その６）である。
【図１０】本実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その７）である。
【図１１】本実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その８）である。
【図１２】本実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図（その９）である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１４】
　［本実施の形態に係る配線基板の構造］
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　始めに、本実施の形態に係る配線基板の構造について説明する。図２は、本実施の形態
に係る配線基板を例示する断面図である。
【００１５】
　図２を参照するに、配線基板１０は、基板本体１１と、絶縁膜１２と、ＧＮＤプレーン
層１３と、電源プレーン層１４と、貫通配線１５と、第１絶縁層１６と、第１配線層１７
と、第２絶縁層１８と、第２配線層１９と、第３絶縁層２０と、第４絶縁層２１と、第３
配線層２２と、第５絶縁層２３と、第４配線層２４と、第６絶縁層２５とを有する。
【００１６】
　配線基板１０において、基板本体１１は、ＧＮＤプレーン層１３等を形成する基体とな
る部分であり、溝１１ｘ及び１１ｙ（所謂トレンチ）、並びに貫通孔１１ｚが形成されて
いる。基板本体１１の厚さは、例えば、２００～４００μｍ程度とすることができる。基
板本体１１の材料としては、シリコン、ガラス、セラミック等の無機材料を用いることが
できる。
【００１７】
　なお、配線基板１０は、半導体チップを搭載することにより半導体パッケージとなり得
る。その際、半導体チップはシリコン基板を有するものが多いため、熱膨張係数を整合さ
せる観点からすると、基板本体１１の材料としてシリコンやシリコンに熱膨張係数が近い
硼珪酸ガラスを用いると好適である。硼珪酸ガラスは、硼酸（Ｂ２Ｏ３）と珪酸（ＳｉＯ

２）を主成分として含むガラスであり、熱膨張係数は３ｐｐｍ／℃程度である。又、加工
性の観点からすると、基板本体１１の材料としてシリコンを用いると好適である。
【００１８】
　基板本体１１の熱膨張係数を半導体チップの熱膨張係数と整合させる理由は、高温環境
下や低温環境下で動作する場合も含め、配線基板１０と半導体チップとの接合部に生じる
熱応力を低減するためである。以下、基板本体１１がシリコンである場合を例にして説明
する。
【００１９】
　溝１１ｘは、基板本体１１の一方の面１１ａ側に開口する溝である。図３に例示するよ
うに、平面視において、溝１１ｘは、貫通孔１１ｚ及びその周辺部を除く領域に形成する
ことができる。但し、溝１１ｘは、一部の貫通孔１１ｚと連通していてもよい。溝１１ｘ
は、ＧＮＤプレーン層１３が形成される部分である。溝１１ｘの平面形状は、例えば、矩
形状や円形状等とすることができる。溝１１ｘの深さは、例えば２０～５０μｍ程度とす
ることができる。
【００２０】
　溝１１ｙは、基板本体１１の他方の面１１ｂ側に開口する溝である。図３に例示するよ
うに、平面視において、溝１１ｙは、貫通孔１１ｚ及びその周辺部を除く領域に形成する
ことができる。但し、溝１１ｙは、一部の貫通孔１１ｚと連通していてもよい。溝１１ｙ
は、電源プレーン層１４が形成される部分である。溝１１ｙの平面形状は、例えば、矩形
状や円形状等とすることができる。溝１１ｙの深さは、例えば２０～５０μｍ程度とする
ことができる。溝１１ｘと溝１１ｙとは、平面視において重複する位置に形成することが
できる。なお、溝１１ｘと溝１１ｙとが同一の貫通孔１１ｚと連通することはない。
【００２１】
　このように、溝１１ｘ及び１１ｙは、貫通孔１１ｚ及びその周辺部を除く領域に形成す
ることができるが、少なくとも半導体チップを搭載するエリアの下に設けられていればよ
い。
【００２２】
　貫通孔１１ｚは、基板本体１１の一方の面１１ａ側から他方の面１１ｂ側に貫通する平
面形状が略円形の孔である。貫通孔１１ｚの径は、例えば４０～６０μｍ程度とすること
ができる。貫通孔１１ｚの深さ（基板本体１１の厚さ）は、例えば、２００～４００μｍ
程度とすることができる。
【００２３】
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　絶縁膜１２は、基板本体１１の一方の面１１ａ及び他方の面１１ｂ、溝１１ｘ及び溝１
１ｙの内底面及び内側面、並びに貫通孔１１ｚの内側面に形成されている。絶縁膜１２は
、基板本体１１とＧＮＤプレーン層１３、電源プレーン層１４、及び貫通配線１５との間
を絶縁するための膜である。絶縁膜１２の材料としては、例えば、二酸化珪素（ＳｉＯ２

）や窒化珪素（ＳｉＮ）、ポリイミド（ＰＩ）等を用いることができる。絶縁膜１２の厚
さは、例えば１～２μｍ程度とすることができる。なお、本実施の形態では、基板本体１
１がシリコン（半導体材料）であるから絶縁膜１２を設けているが、基板本体１１がガラ
ス等の絶縁性材料である場合には、絶縁膜１２を設けなくても構わない。
【００２４】
　ＧＮＤプレーン層１３は、ＧＮＤ（グランド）の電位を安定化する目的で形成される層
であり、内側面が絶縁膜１２に被覆された溝１１ｘを充填するように形成されている。つ
まり、ＧＮＤプレーン層１３は、平面視において、基板本体１１の一方の面１１ａの貫通
配線１５の端面周辺部を除くほぼ全面に形成されている。但し、ＧＮＤプレーン層１３は
、同電位である一部の貫通配線１５と導通していてもよい。又、ＧＮＤプレーン層１３は
、少なくとも半導体チップを搭載するエリアの下に設けられていればよい。
【００２５】
　ＧＮＤプレーン層１３の上面（基板本体１１の一方の面１１ａ側に露出している面）は
、基板本体１１の一方の面１１ａを被覆する絶縁膜１２の上面と略面一とされている。Ｇ
ＮＤプレーン層１３は、ＧＮＤ（グランド）の電位を安定化する目的を達成するため、第
１配線層１７を構成する配線パターン等と同等以上の厚さに形成することが好ましく、そ
の厚さは例えば２０～５０μｍ程度とすることができる。なお、プレーン層とは、所定の
面のほぼ全面にべた状に形成された層である。
【００２６】
　ＧＮＤプレーン層１３は、第１層１３ａと、第２層１３ｂとを有する。第１層１３ａは
、溝１１ｘの内側面及び内底面を被覆する絶縁膜１２を被覆している。第１層１３ａとし
ては、例えばチタン（Ｔｉ）膜と銅（Ｃｕ）膜が絶縁膜１２上に、この順番で順次積層し
た導電層等を用いることができる。第１層１３ａの厚さは、例えば１μｍ程度とすること
ができる。第２層１３ｂは、第１層１３ａを被覆し、溝１１ｘを充填するように形成され
ている。第２層１３ｂの材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。
【００２７】
　第１層１３ａの最下層にチタン（Ｔｉ）膜を用いると、絶縁膜１２の材料が二酸化珪素
（ＳｉＯ２）や窒化珪素（ＳｉＮ）である場合に密着性が良好となる。従って、第２層１
３ｂが絶縁膜１２に直接接している場合のように、密着性が悪くて両者の間に隙間が形成
されるようなことはなく、第２層１３ｂは第１層１３ａを介して絶縁膜１２と密着してい
る。なお、ＧＮＤプレーン層１３は、本発明に係る基準電位層の代表的な一例である。
【００２８】
　電源プレーン層１４は、電源の電位を安定化する目的で形成される層であり、内側面が
絶縁膜１２に被覆された溝１１ｙを充填するように形成されている。つまり、電源プレー
ン層１４は、平面視において、基板本体１１の他方の面１１ｂの貫通配線１５の端面周辺
部を除くほぼ全面に形成されている。但し、電源プレーン層１４は、同電位である一部の
貫通配線１５と導通していてもよい。又、電源プレーン層１４は、少なくとも半導体チッ
プを搭載するエリアの下に設けられていればよい。
【００２９】
　電源プレーン層１４の上面（基板本体１１の他方の面１１ｂ側に露出している面）は、
基板本体１１の他方の面１１ｂを被覆する絶縁膜１２の上面と略面一とされている。電源
プレーン層１４は、電源の電位を安定化する目的を達成するため、第１配線層１７を構成
する配線パターン等と同等以上の厚さに形成することが好ましく、その厚さは例えば２０
～５０μｍ程度とすることができる。
【００３０】
　電源プレーン層１４は、第１層１４ａと、第２層１４ｂとを有する。第１層１４ａは、



(7) JP 5775747 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

溝１１ｙの内側面及び内底面を被覆する絶縁膜１２を被覆している。第１層１４ａとして
は、例えばチタン（Ｔｉ）膜と銅（Ｃｕ）膜が絶縁膜１２上に、この順番で順次積層した
導電層等を用いることができる。第１層１４ａの厚さは、例えば１μｍ程度とすることが
できる。第２層１４ｂは、第１層１４ａを被覆し、溝１１ｙを充填するように形成されて
いる。第２層１４ｂの材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。
【００３１】
　第１層１４ａの最下層にチタン（Ｔｉ）膜を用いると、絶縁膜１２の材料が二酸化珪素
（ＳｉＯ２）や窒化珪素（ＳｉＮ）である場合に密着性が良好となる。従って、第２層１
４ｂが絶縁膜１２に直接接している場合のように、密着性が悪くて両者の間に隙間が形成
されるようなことはなく、第２層１４ｂは第１層１４ａを介して絶縁膜１２と密着してい
る。なお、電源プレーン層１４は、本発明に係る電源層の代表的な一例である。
【００３２】
　なお、ＧＮＤプレーン層１３と電源プレーン層１４とは、必ずしも対象形状としなくて
もよい。
【００３３】
　貫通配線１５は、内側面が絶縁膜１２に被覆された貫通孔１１ｚを充填するように形成
されている。貫通配線１５は、第１層１５ａと、第２層１５ｂと、第３層１５ｃとを有す
る。第１層１５ａは、内側面が絶縁膜１２に被覆された貫通孔１１ｚの一部を充填するよ
うに形成されている。本実施の形態では、第１層１５ａは、貫通孔１１ｚの上部（基板本
体１１の一方の面１１ａ側）を除く部分に充填されており、第１層１５ａの上面（基板本
体１１の一方の面１１ａ側の端面）は、基板本体１１の一方の面１１ａに対して他方の面
１１ｂ側に窪んだ位置にある。つまり、第１層１５ａの上面と、貫通孔１１ｚの内側面を
被覆する絶縁膜１２とは凹部１５ｘを形成している。凹部１５ｘの深さは、例えば、５０
μｍ程度とすることができる。第１層１５ａの材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用い
ることができる。第１層１５ａの基板本体１１の他方の面１１ｂに露出している面は、基
板本体１１の他方の面１１ｂを被覆する絶縁膜１２の上面と略面一とされている。
【００３４】
　第２層１５ｂは、凹部１５ｘ内に形成されている。より詳しくは、第２層１５ｂは、第
１層１５ａの上面及び貫通孔１１ｚの内側面を被覆する絶縁膜１２を被覆している。第２
層１５ｂとしては、例えばチタン（Ｔｉ）膜と銅（Ｃｕ）膜が絶縁膜１２上又は第１層１
５ａ上に、この順番で順次積層した導電層等を用いることができる。第２層１５ｂの厚さ
は、例えば１μｍ程度とすることができる。第３層１５ｃは、第２層１５ｂを被覆し、凹
部１５ｘを充填するように形成されている。第３層１５ｃの上面（貫通配線１５の基板本
体１１の一方の面１１ａ側に露出している面）は、基板本体１１の一方の面１１ａを被覆
する絶縁膜１２の上面と略面一とされている。第３層１５ｃの材料としては、例えば銅（
Ｃｕ）等を用いることができる。
【００３５】
　第２層１５ｂの最下層にチタン（Ｔｉ）膜を用いると、絶縁膜１２の材料が二酸化珪素
（ＳｉＯ２）や窒化珪素（ＳｉＮ）である場合に密着性が良好となる。従って、第３層１
５ｃが絶縁膜１２に直接接している場合のように、密着性が悪くて両者の間に隙間が形成
されるようなことはなく、第３層１５ｃは第２層１５ｂを介して絶縁膜１２と密着してい
る。
【００３６】
　なお、第１層１５ａは、貫通孔１１ｚの上部（溝１１ｘ側）も含めて、内側面が絶縁膜
１２に被覆された貫通孔１１ｚを完全に充填するように形成しても良い。その場合には、
第１層１５ａの上面（溝１１ｘ側の面）と基板本体１１の一方の面１１ａを被覆する絶縁
膜１２の上面とが略面一となり、凹部１５ｘは形成されない。凹部１５ｘの深さは、例え
ば０～１０μｍ程度とすることができる。
【００３７】
　但し、第１層１５ａを、基板本体１１の一方の面１１ａを被覆する絶縁膜１２の上面か
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ら突出するように形成することは好ましくない。第１層１５ａが基板本体１１の一方の面
１１ａを被覆する絶縁膜１２の上面から突出すると、突出部を被覆する第２層１５ｂの被
膜状態が悪化し、第２層１５ｂの剥離や断線等を引き起こす虞があるからである。本実施
の形態では、このような問題の発生を回避するために、第１層１５ａの上面（溝１１ｘ側
の面）が基板本体１１の一方の面１１ａに対して他方の面１１ｂ側に窪んだ位置に来る程
度に貫通孔１１ｚを充填し、凹部１５ｘを形成した場合を例にして説明する。
【００３８】
　なお、本実施の形態では、第１層１５ａと第３層１５ｃとの間には、必ず第２層１５ｂ
が介在する構造となっている。これは、後述する配線基板１０の製造工程から生じるもの
である。後述する配線基板１０の製造工程により、第１層１５ａ及び第３層１５ｃにシー
ムやボイド等の欠陥が発生することを防止することが可能となる。
【００３９】
　第１絶縁層１６は、ＧＮＤプレーン層１３及び貫通配線１５の一方の端面を被覆するよ
うに、基板本体１１の一方の面１１ａに形成されている。第１絶縁層１６の材料としては
、例えば感光性ポリイミド系樹脂等の絶縁性樹脂を用いることができる。第１絶縁層１６
の厚さは、例えば１５～２５μｍ程度とすることができる。
【００４０】
　第１配線層１７は、第１絶縁層１６上に形成されている。第１配線層１７は、第１絶縁
層１６を貫通し貫通配線１５の一方の端面を露出する第１ビアホール１６ｘ内に充填され
たビア配線、及び第１絶縁層１６上に形成された配線パターンを含んで構成されている。
配線パターンは、所定の平面形状にパターニングされている。第１ビアホール１６ｘは、
第２絶縁層１８側に開口されていると共に、貫通配線１５の一方の端面によって底面が形
成された、開口部の面積が底面の面積よりも大となる円錐台状の凹部となっている。又、
この凹部内にビア配線が形成されている。
【００４１】
　第１配線層１７は、第１ビアホール１６ｘ内に露出した貫通配線１５と電気的に接続さ
れている。第１配線層１７の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。
第１配線層１７を構成する配線パターンの厚さは、例えば１０～２０μｍ程度とすること
ができる。
【００４２】
　第２絶縁層１８は、第１絶縁層１６上に、第１配線層１７を覆うように形成されている
。第２絶縁層１８の材料としては、第１絶縁層１６と同様の絶縁性樹脂を用いることがで
きる。第２絶縁層１８の厚さは、例えば１５～２５μｍ程度とすることができる。
【００４３】
　第２配線層１９は、第２絶縁層１８上に形成されている。第２配線層１９は、第２絶縁
層１８を貫通し第１配線層１７の上面を露出する第２ビアホール１８ｘ内に充填されたビ
ア配線、及び第２絶縁層１８上に形成された配線パターンを含んで構成されている。配線
パターンは、所定の平面形状にパターニングされている。第２ビアホール１８ｘは、第３
絶縁層２０側に開口されていると共に、第１配線層１７の上面によって底面が形成された
、開口部の面積が底面の面積よりも大となる円錐台状の凹部となっている。又、この凹部
内にビア配線が形成されている。
【００４４】
　第２配線層１９は、第２ビアホール１８ｘ内に露出した第１配線層１７と電気的に接続
されている。第２配線層１９の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる
。第２配線層１９を構成する配線パターンの厚さは、例えば１０～２０μｍ程度とするこ
とができる。
【００４５】
　第３絶縁層２０は、第２絶縁層１８上に、第２配線層１９を覆うように形成されている
。第３絶縁層２０は開口部２０ｘを有し、開口部２０ｘ内には第２配線層１９の一部が露
出している。第３絶縁層２０の材料としては、第１絶縁層１６と同様の絶縁性樹脂を用い
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ることができる。第３絶縁層２０の厚さは、例えば１５～２５μｍ程度とすることができ
る。
【００４６】
　開口部２０ｘ内に露出する第２配線層１９は、半導体チップ（図示せず）と電気的に接
続される電極パッドとして機能する。以降、開口部２０ｘ内に露出する第２配線層１９を
第１電極パッド１９と称する場合がある。必要に応じ、第１電極パッド１９上に、金属層
を形成してもよい。金属層の例としては、Ａｕ層や、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＡｕ層をこ
の順番で積層した金属層）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層をこの順番で
積層した金属層）等を挙げることができる。
【００４７】
　更に、第１電極パッド１９上に（第１電極パッド１９上に金属層が形成されている場合
には、金属層の上に）はんだボールやリードピン等の外部接続端子を形成しても構わない
。外部接続端子は、半導体チップ（図示せず）と電気的に接続するための端子となる。但
し、第１電極パッド１９（第１電極パッド１９上に金属層が形成されている場合には、金
属層）自体を、外部接続端子としても良い。
【００４８】
　第１電極パッド１９の平面形状は例えば円形であり、その直径は例えば４０～１２０μ
ｍ程度とすることができる。第１電極パッド１９のピッチは、例えば１００～２００μｍ
程度とすることができる。
【００４９】
　同様に、基板本体１１の他方の面１１ｂには、第４絶縁層２１、第３配線層２２、第５
絶縁層２３、第４配線層２４、及び第６絶縁層２５が順次積層形成されている。第３配線
層２２は、第３ビアホール２１ｘを介して貫通配線１５と電気的に接続されている。第４
配線層２４は、第４ビアホール２３ｘを介して第３配線層２２と電気的に接続されている
。なお、第４絶縁層２１、第３配線層２２、第５絶縁層２３、及び第４配線層２４につい
ては、第１絶縁層１６、第１配線層１７、第２絶縁層１８、及び第２配線層１９の構造と
同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００５０】
　第６絶縁層２５は、第５絶縁層２３上に、第４配線層２４を覆うように形成されている
。第６絶縁層２５は開口部２５ｘを有し、開口部２５ｘ内には第４配線層２４の一部が露
出している。第６絶縁層２５の材料としては、第１絶縁層１６と同様の絶縁性樹脂を用い
ることができる。第６絶縁層２５の厚さは、例えば１５～２５μｍ程度とすることができ
る。
【００５１】
　開口部２５ｘ内に露出する第４配線層２４は、マザーボード等の実装基板（図示せず）
と電気的に接続される電極パッドとして機能する。以降、開口部２５ｘ内に露出する第４
配線層２４を第２電極パッド２４と称する場合がある。必要に応じ、第２電極パッド２４
上に、金属層を形成してもよい。金属層の例としては、Ａｕ層や、Ｎｉ／Ａｕ層（Ｎｉ層
とＡｕ層をこの順番で積層した金属層）、Ｎｉ／Ｐｄ／Ａｕ層（Ｎｉ層とＰｄ層とＡｕ層
をこの順番で積層した金属層）等を挙げることができる。
【００５２】
　更に、第２電極パッド２４上に（第２電極パッド２４上に金属層が形成されている場合
には、金属層の上に）はんだボールやリードピン等の外部接続端子を形成しても構わない
。外部接続端子は、マザーボード等の実装基板（図示せず）と電気的に接続するための端
子となる。但し、第２電極パッド２４（第２電極パッド２４上に金属層が形成されている
場合には、金属層）自体を、外部接続端子としても良い。
【００５３】
　第２電極パッド２４の平面形状は例えば円形であり、その直径は例えば２００～１００
０μｍ程度とすることができる。つまり、マザーボード等の実装基板（図示せず）と電気
的に接続される第２電極パッド２４の径は、半導体チップ（図示せず）と電気的に接続さ
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れる第１電極パッド１９の径よりも大きい。第２電極パッド２４のピッチは、例えば５０
０～１２００μｍ程度とすることができる。つまり、マザーボード等の実装基板（図示せ
ず）と電気的に接続される第２電極パッド２４のピッチは、半導体チップ（図示せず）と
電気的に接続される第１電極パッド１９のピッチよりも広い。
【００５４】
　このように、配線基板１０では、ＧＮＤプレーン層１３が形成されている側が、半導体
チップ搭載側とされている。このような構造にすることにより、ＧＮＤプレーン層１３を
半導体チップ（図示せず）のＧＮＤと容易に接続できる。又、このような構造にすること
により、ＧＮＤプレーン層１３を、信号層である第１配線層１７及び第２配線層１９の信
号伝播損失を低減するのに寄与するマイクロストリップラインのグランド層として用いる
ことができる。なお、ＧＮＤプレーン層１３をマザーボード等の実装基板（図示せず）と
接続される側（基板本体１１の他方の面１１ｂ側）に形成すると、信号層である第１配線
層１７及び第２配線層１９とＧＮＤプレーン層１３との距離が遠くなるため、マイクロス
トリップラインとして機能させることが困難となり、信号伝播の損失が大きくなる。
【００５５】
　［本実施の形態に係る配線基板の製造方法］
　次に、本実施の形態に係る配線基板の製造方法について説明する。図４～図１２は、本
実施の形態に係る配線基板の製造工程を例示する図である。
【００５６】
　まず、図４に示す工程では、基板本体１１を準備し、基板本体１１の一方の面１１ａ側
に開口する溝１１ｘ、及び基板本体１１の一方の面１１ａ側から他方の面１１ｂ側に貫通
する貫通孔１１ｚを形成する。溝１１ｘは、ＧＮＤプレーン層１３が形成される部分とな
る。基板本体１１は、例えば６インチ（約１５０ｍｍ）、８インチ（約２００ｍｍ）、１
２インチ（約３００ｍｍ）等のシリコンウェハ等である。シリコンウェハの厚さは、例え
ば０．６２５ｍｍ（６インチの場合）、０．７２５ｍｍ（８インチの場合）、０．７７５
ｍｍ（１２インチの場合）等であるが、バックサイドグラインダー等で適宜薄型化するこ
とができる。
【００５７】
　溝１１ｘ及び貫通孔１１ｚは、例えば、基板本体１１の一方の面１１ａに溝１１ｘ及び
貫通孔１１ｚを形成する位置を開口するレジスト層を形成し、レジスト層をマスクとして
基板本体１１をエッチングすることにより形成できる。エッチングとしては、例えばＳＦ

６（六フッ化硫黄）を用いた反応性イオンエッチング（DRIE：Deep　Reactive　Ion　Etc
hing）等の異方性エッチング法を用いると好適である。溝１１ｘは、所定の深さでエッチ
ングを停止し、貫通孔１１ｚは、基板本体１１を貫通するまでエッチングする。溝１１ｘ
の深さは、例えば４０～６０μｍ程度とすることができる。貫通孔１１ｚの径は、例えば
４０～６０μｍ程度とすることができる。貫通孔１１ｚの深さ（基板本体１１の厚さ）は
、例えば、２００～４００μｍ程度とすることができる。
【００５８】
　次に、図５に示す工程では、基板本体１１の一方の面１１ａ及び他方の面１１ｂ、溝１
１ｘの内底面及び内側面、並びに貫通孔１１ｚの内側面に絶縁膜１２を形成する。絶縁膜
１２としては、例えば熱酸化膜（ＳｉＯ２）を用いることができる。絶縁膜１２は、基板
本体１１の表面近傍の温度を例えば１０００℃以上とするウェット熱酸化法により熱酸化
することで形成できる。絶縁膜１２の厚さは、例えば１～２μｍ程度とすることができる
。なお、絶縁膜１２として、ＣＶＤ（Chemical　Vapor　Deposition）法等により、例え
ば二酸化珪素（ＳｉＯ２）や窒化珪素（ＳｉＮ）、ポリイミド（ＰＩ）等の膜を形成して
も構わない。
【００５９】
　次に、図６に示す工程では、基板本体１１の他方の面１１ｂを被覆する絶縁膜１２上に
、接着層３１を介して金属層３２を配設する。そして、内側面が絶縁膜１２に被覆された
貫通孔１１ｚに対応する部分の接着層３１をアッシング法等により除去し、開口部３１ｘ
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を形成する。これにより、内側面が絶縁膜１２に被覆された貫通孔１１ｚ内に金属層３２
の上面が露出する。金属層３２は、電解めっき法により、貫通配線１５等を形成する際の
給電層となる部材である。金属層３２としては、例えば銅（Ｃｕ）板や銅（Ｃｕ）箔等を
用いることができる。以下、金属層３２が銅（Ｃｕ）板である場合を例にして説明する。
【００６０】
　次に、図７に示す工程では、金属層３２を給電層とする電解めっき法により、金属層３
２側から貫通孔１１ｚ内にめっき膜を析出成長させることで、貫通孔１１ｚの少なくとも
一部を充填する導電層４１を形成する。なお、導電層４１は、不要部分が除去されて、最
終的には貫通配線１５の第１層１５ａとなる層である。導電層４１の材料としては、例え
ば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。導電層４１は、貫通孔１１ｚの上部（溝１１ｘ側
）を除く部分を充填すれば十分である。この場合、導電層４１の上面（溝１１ｘ側の面）
と、貫通孔１１ｚの内側面を被覆する絶縁膜１２とにより凹部１５ｘが形成される。
【００６１】
　なお、前述のように、導電層４１は、貫通孔１１ｚの上部（溝１１ｘ側）も含めて、内
側面が絶縁膜１２に被覆された貫通孔１１ｚを完全に充填するよう（導電層４１の上面（
溝１１ｘ側の面）と基板本体１１の一方の面１１ａを被覆する絶縁膜１２の上面とが略面
一となるよう）に形成しても良いが、導電層４１を基板本体１１の一方の面１１ａを被覆
する絶縁膜１２の上面から突出するように形成することは好ましくない。凹部１５ｘの深
さは、例えば０～１０μｍ程度とすることができる。
【００６２】
　貫通孔１１ｚの内側面は絶縁膜１２に被覆されているため、金属層３２側からのみ（一
方向からのみ）めっき膜が成長して導電層４１が形成される。これにより、導電層４１に
、従来の配線基板１００のように二方向からめっき膜が成長することに起因してシームや
ボイド等の欠陥が発生することを防止できる。その結果、貫通配線１５の第１層１５ａ（
導電層４１の最終形態）がシームやボイド等の欠陥の発生に起因して熱応力により断線し
たり、第１配線層１７や第３配線層２２との接続信頼性が低下したりする問題を回避でき
る。
【００６３】
　次に、図８に示す工程では、基板本体１１の一方の面１１ａを被覆する絶縁膜１２、溝
１１ｘの内底面及び内側面を被覆する絶縁膜１２、並びに凹部１５ｘの表面を被覆する導
電層４２を形成する。そして、導電層４２を形成後、図７に示す接着層３１及び金属層３
２を除去し、更に、基板本体１１の他方の面１１ｂ側から突出する導電層４１（図７参照
）を研磨し、貫通配線１５の第１層１５ａを形成する。
【００６４】
　導電層４２は、例えばスパッタ法等により形成できる。導電層４２は、不要部分が除去
されて、最終的にはＧＮＤプレーン層１３の第１層１３ａ及び貫通配線１５の第２層１５
ｂとなる層である。導電層４２としては、例えばチタン（Ｔｉ）膜と銅（Ｃｕ）膜が絶縁
膜１２上又は導電層４１（図７参照）上に、この順番で順次積層した導電層等を用いるこ
とができる。導電層４２の厚さは、例えば１μｍ程度とすることができる。なお、導電層
４２は、本発明に係る第２給電層の代表的な一例である。
【００６５】
　銅（Ｃｕ）板である金属層３２は、例えば塩化第二鉄水溶液や塩化第二銅水溶液、過硫
酸アンモニウム水溶液等を用いたウェットエッチングにより除去できる。接着層３１は、
アッシング法等により除去できる。導電層４１は、ＣＭＰ（Chemical　Mechanical　Poli
shing）法等により研磨できる。貫通配線１５の第１層１５ａの下面（溝１１ｘ側の面と
反対の面）は、基板本体１１の他方の面１１ｂを被覆する絶縁膜１２の下面と略面一とな
る。なお、第１層１５ａは、本発明に係る第１給電層の代表的な一例である。
【００６６】
　次に、図９に示す工程では、基板本体１１の他方の面１１ｂ側に開口する溝１１ｙを形
成し、更に溝１１ｙの内底面及び内側面に絶縁膜１２を形成する。溝１１ｙは、電源プレ
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ーン層１４が形成される部分となる。溝１１ｙは、溝１１ｘと同様な方法により形成でき
る。絶縁膜１２の材料や厚さ、形成方法等は、前述の通りである。
【００６７】
　次に、図１０に示す工程では、基板本体１１の他方の面１１ｂを被覆する絶縁膜１２、
溝１１ｙの内底面及び内側面を被覆する絶縁膜１２、並びに第１層１５ａの基板本体１１
の他方の面１１ｂ側の端面を被覆する導電層４３を形成する。導電層４３は、例えばスパ
ッタ法等により形成できる。なお、導電層４３は、不要部分が除去されて、最終的には電
源プレーン層１４の第１層１４ａとなる層である。導電層４３としては、例えばチタン（
Ｔｉ）膜と銅（Ｃｕ）膜が絶縁膜１２上及び第１層１５ａの基板本体１１の他方の面１１
ｂ側の端面に、この順番で順次積層した導電層等を用いることができる。導電層４３の厚
さは、例えば１μｍ程度とすることができる。なお、導電層４３は、本発明に係る第３給
電層の代表的な一例である。
【００６８】
　次いで、図１１に示す工程では、第１層１５ａ、導電層４２、及び導電層４３を給電層
とする電解めっき法により、溝１１ｘ内及び凹部１５ｘ内に導電層４２側からめっき膜を
析出成長させることで導電層４４を形成し、溝１１ｙ内に導電層４３側からめっき膜を析
出成長させることで導電層４５を形成する。導電層４４と導電層４５とは、同時に形成す
ることができる。なお、導電層４４は、不要部分が除去されて、最終的にはＧＮＤプレー
ン層１３の第２層１３ｂ及び貫通配線１５の第３層１５ｃとなる層である。又、導電層４
５は、不要部分が除去されて、最終的には電源プレーン層１４の第２層１４ｂとなる層で
ある。
【００６９】
　導電層４４及び４５の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いることができる。導電
層４４及び４５は、それぞれ基板本体１１の一方の面１１ａを被覆する絶縁膜１２の上面
及び基板本体１１の他方の面１１ｂを被覆する絶縁膜１２の上面から突出するように形成
する。導電層４４及び４５の絶縁膜１２の上面からの突出量は、それぞれ例えば３０～４
０μｍ程度とすることができる。
【００７０】
　次いで、図１２に示す工程では、ＣＭＰ（Chemical　Mechanical　Polishing）法等に
より、基板本体１１の一方の面１１ａ側から突出する導電層４４（図１１参照）を研磨し
、ＧＮＤプレーン層１３の第２層１３ｂ及び貫通配線１５の第３層１５ｃを形成する。Ｇ
ＮＤプレーン層１３の第２層１３ｂ及び貫通配線１５の第３層１５ｃの上面は、基板本体
１１の一方の面１１ａを被覆する絶縁膜１２の上面と略面一となる。又、基板本体１１の
他方の面１１ｂ側から突出する導電層４５（図１１参照）を研磨し、電源プレーン層１４
の第２層１４ｂを形成する。電源プレーン層１４の第２層１４ｂの上面は、基板本体１１
の他方の面１１ｂを被覆する絶縁膜１２の上面と略面一となる。
【００７１】
　次に、図１２に示す工程の後（図示せず）、基板本体１１の一方の面１１ａに、第１絶
縁層１６、第１配線層１７、第２絶縁層１８、第２配線層１９、及び第３絶縁層２０を順
次積層形成する。又、基板本体１１の他方の面１１ｂに、第４絶縁層２１、第３配線層２
２、第５絶縁層２３、第４配線層２４、及び第６絶縁層２５を順次積層形成する。
【００７２】
　具体的には、まず、基板本体１１の一方の面１１ａに例えば液状の感光性ポリイミド系
樹脂を例えばスピンコート法等により塗布する。そして、液状の感光性ポリイミド系樹脂
を硬化させ、第１絶縁層１６を形成する。次に、第１絶縁層１６を貫通し貫通配線１５の
一方の端面を露出する第１ビアホール１６ｘを、例えばフォトリソグラフィ法等により形
成する。
【００７３】
　このように、第１絶縁層１６の材料として感光性の絶縁性樹脂を用いることにより、第
１絶縁層１６にフォトリソグラフィ法により第１ビアホール１６ｘを形成できるため、第
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１ビアホール１６ｘを狭ピッチで形成できる（他の絶縁層についても同様）。なお、第１
ビアホール１６ｘの狭ピッチ化が不要な場合には、第１絶縁層１６の材料として非感光性
のエポキシ系樹脂等を用い、レーザ加工法等で第１ビアホール１６ｘを形成しても構わな
い。
【００７４】
　次に、第１絶縁層１６上に第１配線層１７を形成する。第１配線層１７は、第１ビアホ
ール１６ｘ内に充填されたビア配線、及び第１絶縁層１６上に形成された配線パターンを
含んで構成される。第１配線層１７は、第１ビアホール１６ｘ内に露出した貫通配線１５
と電気的に接続される。第１配線層１７の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）等を用いるこ
とができる。第１配線層１７は、セミアディティブ法やサブトラクティブ法等の各種の配
線形成方法を用いて形成できる。
【００７５】
　以降、同様にして、第２絶縁層１８、第２配線層１９、及び第３絶縁層２０を順次積層
形成する。又、同様にして、基板本体１１の他方の面１１ｂに、第４絶縁層２１、第３配
線層２２、第５絶縁層２３、第４配線層２４、及び第６絶縁層２５を順次積層形成する。
最後に、第３絶縁層２０に開口部２０ｘを形成し、第６絶縁層２５に開口部２５ｘを形成
することにより、配線基板１０が完成する。
【００７６】
　このように、本実施の形態では、ＧＮＤプレーン層１３及び電源プレーン層１４を基板
本体１１上に設けるのではなく、基板本体１１内に設けることにより、ＧＮＤプレーン層
１３及び電源プレーン層１４の厚さにかかわらず、その上に形成される第１絶縁層１６や
第４絶縁層２１の平坦性を向上できる。これにより、第１絶縁層１６上や第４絶縁層２１
上に、容易に他の配線層や絶縁層を積層可能となる。又、ＧＮＤプレーン層１３及び電源
プレーン層１４の厚さや面積を十分に確保（べた状に形成）することができるため、ＧＮ
Ｄや電源の電位を従来以上に安定化できる。
【００７７】
　又、べた状のＧＮＤプレーン層１３及び電源プレーン層１４を基板本体１１上（例えば
ＳｉＯ２膜上）や第１絶縁層１６上に設けると、ＧＮＤプレーン層１３及び電源プレーン
層１４を構成する導電層（例えば銅）との熱膨張の違いにより、膜剥がれやクラックが生
じる虞がある（接触面積が大きいほどクラックが入る虞が高い）。しかし、配線基板１０
では、ＧＮＤプレーン層１３及び電源プレーン層１４を基板本体１１内（溝１１ｘ、１１
ｙ内）に設けることにより、ＧＮＤプレーン層１３及び電源プレーン層１４の熱膨張を溝
１１ｘや１１ｙの側壁にて抑制できるため、膜剥がれやクラックが生じる虞を低減できる
。
【００７８】
　又、べた状のＧＮＤプレーン層１３及び電源プレーン層１４を基板本体１１上（例えば
ＳｉＯ２膜上）や第１絶縁層１６上に設ける場合は、基板本体１１上（例えばＳｉＯ２膜
上）や第１絶縁層１６上に形成されている他の配線パターンを避けるように設ける必要が
あった。又、その際、ＧＮＤプレーン層１３及び電源プレーン層１４が形成される層にお
いては、他の配線パターンの引き回しが制限されていた。しかし、配線基板１０では、Ｇ
ＮＤプレーン層１３及び電源プレーン層１４を基板本体１１内（溝１１ｘ、１１ｙ内）に
設けているため、他の配線パターンの引き回しを自由に行うことができる。
【００７９】
　又、例えば銅を用いためっき法により各配線層を形成する場合、銅占有率が高いほど各
配線層のめっき厚がばらつくが、配線基板１０では、銅占有率の高いＧＮＤプレーン層１
３及び電源プレーン層１４を基板本体１１内に設けることにより、基板本体１１上の各配
線層の銅占有率を下げている。これにより、各配線層のめっき厚のばらつきを低減できる
。
【００８０】
　又、ＧＮＤプレーン層１３及び電源プレーン層１４を基板本体１１内に設けることによ
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り、配線基板１０の薄型化が可能となる。
【００８１】
　又、ＧＮＤプレーン層１３及び貫通配線１５の平坦化を同一工程（図１２に示す工程）
で実施できるため、配線基板１０の製造工程を簡略化できる。
【００８２】
　以上、好ましい実施の形態について詳説したが、上述した実施の形態に制限されること
はなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱することなく、上述した実施の形態に種
々の変形及び置換を加えることができる。
【符号の説明】
【００８３】
　１０　配線基板
　１１　基板本体
　１１ａ　基板本体の一方の面
　１１ｂ　基板本体の他方の面
　１１ｘ、１１ｙ　溝
　１１ｚ　貫通孔
　１２　絶縁膜
　１３　ＧＮＤプレーン層
　１３ａ、１４ａ、１５ａ　第１層
　１３ｂ、１４ｂ、１５ｂ　第２層
　１４　電源プレーン層
　１５　貫通配線
　１５ｃ　第３層
　１５ｘ　凹部
　１６　第１絶縁層
　１６ｘ　第１ビアホール
　１７　第１配線層
　１８　第２絶縁層
　１８ｘ　第２ビアホール
　１９　第２配線層
　２０　第３絶縁層
　２０ｘ、２５ｘ、３１ｘ　開口部
　２１　第４絶縁層
　２１ｘ　第３ビアホール
　２２　第３配線層
　２３　第５絶縁層
　２３ｘ　第４ビアホール
　２４　第４配線層
　２５　第６絶縁層
　３１　接着層
　３２　金属層
　４１、４２、４３、４４、４５　導電層
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